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群馬県内科医会会則 
 

第１章　総則 

　第１条　本会は群馬県内科医会と称し、県内の内科医等をもって組織し、本

　　　　　会員は日本臨床内科医会の会員をかねる。 

 

　第２条　本会の事務所は群馬県医師会内に置く。 

 

第２章　目的及び事業 

　第３条（１）本会は、内科に関する研究経験等の発表交換、講演会の開催及

　　　　　　　び保険診療に関する研究等を行い、併せて会員相互の親睦を図

　　　　　　　ることを目的とする。 

　　　　（２）群馬県内科医会学術講演会を年１回は開催する。 

 

第３章　役員及び顧問 

　第４条　本会に役員を置く。役員は各郡市内科医会または郡市医師会におい

　　　　　て推薦を受けたもの及び県医師会が推薦した県医師会理事２名で、

　　　　　総会で承認を得る。 

 

　第５条（１）役員より会長１名、副会長１名、常任理事４名、理事若干名、

　　　　　　　監事２名を互選する。 

 

　　　　（２）会長はその所属する郡市内科医会または郡市医師会の了承のも

　　　　　　　と、役員若干名を推薦することが出来、総会で承認を得る。 

 

　　　　（３）役員の任期は２年とする。再選を妨げない。 

 

　第６条　本会には、会長の推薦により役員会の承認を得て顧問若干名を置く

　　　　　ことが出来る。 

　　　　　その任期は当該会長の任期中とする。 

 

　第７条　会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

　　　　　副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。 

　　　　　理事は、会務を掌理しその執行を行う。 

　　　　　監事は、会務を監査する。 
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第４章　会議と運営 

　第８条　 

　　　（１）総会　本会は、年１回の定時総会を開催する。また、必要に応じ

　　　　　　　　　て臨時総会を開催する。 

　　　　　　　　　総会における議長は会長が推薦し、出席会員の同意を得る。 

 

　　　（２）役員会　役員会は必要に応じ会長が招集する。 

 

　　　（３）委員会　検討を要する案件が生じた場合、役員会は委員会を設置

　　　　　　　　　　することが出来る。委員は役員会で決定する。 

 

　第９条　本会の運営は役員会の議を経て決め、総会で承認を得る。 

 

第５章　会計 

　第 10 条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

　　　　　　る。 

 

　第 11 条  本会の会費は内規の定めるところによる。 

 

第６章　会則の変更 

　第 12 条　本会則の変更は、総会の出席会員の議決による。 

 

第７章　内規 

　第 13 条　 

　　　（１）本会則施行上、必要な事項は内規として別に定める。 

 

　　　（２）内規の各項については役員会で決定し、総会の承認を得る。 

 

 

附　則　本会則は、平成元年４月１日より実施する。 

　　　　本会は、平成元年４月１日より日本臨床内科医会に加入する。 

　　　　平成　５年９月１１日　一部改正。 

　　　　平成１６年９月２５日　一部改正。 

　　　　平成２２年５月２０日　一部改正。 

　　　　平成２４年５月２５日　一部改正。 
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内規 

 

　　（１）本会の会費は会員１名につき年額１１，０００円を徴し、 

　　　　　内８，０００円を日本臨床内科医会会費とする。 

 

　　（２）出席会員とは当日出席した会員をいう。 

 

 

 


